
資料６

第２回会議の指摘事項等について第２回会議の指摘事項等について



バス事業者・旅行業者に対するプラン説明会の開催状況について

北海道ブロック 東北ブロック説明会実施回数 ７回 説明会実施回数 １９回

バス事業者
旅行業者

日本バス協会会員 同非会員

約２１０ 者 約８０ 者 約１０ 者

北海道ブロック

バス事業者
旅行業者

日本バス協会会員 同非会員

約 者 約 者 約 者

東北ブロック説明会実施回数・・・７回 説明会実施回数・・・１９回

約２１０ 者 約８０ 者 約１０ 者 約４５０ 者 約３３０ 者 約１０ 者

関東ブロック

バス事業者

北陸信越ブロック

バス事業者

説明会実施回数・・・２０回 説明会実施回数・・・１２回

バス事業者
旅行業者

日本バス協会会員 同非会員

約８６０ 者 約３５０ 者 約７０ 者

バス事業者
旅行業者

日本バス協会会員 同非会員

約４２０ 者 約３００ 者 約８０ 者

バス事業者
旅行業者

日本バス協会会員 同非会員

中部ブロック

バス事業者
旅行業者

日本バス協会会員 同非会員

近畿ブロック説明会実施回数・・・２２回 説明会実施回数・・・１９回

日本バス協会会員 同非会員

約６００ 者 約１９０ 者 約２９０ 者

日本バス協会会員 同非会員

約５８０ 者 約１８０ 者 約１４０ 者

中国・四国ブロック 九州・沖縄ブロック説明会実施回数 ２２回 説明会実施回数 ２６回中国 四国ブロック

バス事業者
旅行業者

日本バス協会会員 同非会員

約７６０ 者 約１６０ 者 約９０ 者

九州 沖縄ブロック

バス事業者
旅行業者

日本バス協会会員 同非会員

約５５０ 者 約２００ 者 約５０ 者

説明会実施回数・・・２２回 説明会実施回数・・・２６回

約７６０ 者 約１６０ 者 約９０ 者 約５５０ 者 約２００ 者 約５０ 者

※ このほかに地方運輸局等の職員が講師として説明を行った実績がある。
※ 説明会実施回数及び参加事業者数は平成２６年３月末現在の実績である。
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交替運転者の配置基準

高速乗合バス・貸切バスの交替運転者の配置基準（概要）

成 年 施交替運転者の配置基準
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○ 距離：実車距離は原則５００kmまで

○ 時間 運転時間は原則９時間ま

○ 乗務距離による交替運転者

の配置指針 （平成２０年６月

策定）
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○ 時間：運転時間は原則９時間まで

夜
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○ 距離：実車距離は原則４００kmまで （※）

○ 時間：運転時間は原則９時間まで

＜貸切バス対象＞

⇒ 発注者（旅行業者等）が把

握しやすいよう、改善基準告示

で定められた運転時間の上限
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○ 時間：運転時間は原則９時間まで

○ 連続乗務：連続４夜まで
＊ただし、４００km超は連続２夜まで

で定められた運転時間の上限

（２日平均９時間）に相当する乗

務距離の上限６７０ｋｍとする指

針の策定
※ 夜間高速ツアーバスについては平成２４年７月から

バ
ス

け
た

直
し

※ 夜間高速ツアーバスについては平成２４年７月から、
夜間貸切バスについては平成２４年１２月から先行実施

更なる安全対策

平成２５年８月
廃止

実車距離４００ｋｍを超える夜間ワンマン運行等を行う場合には、当該車両
に対してデジタル式運行記録計による運行管理を義務付け

デジタル式運行記録計による運行管理の義務付け 平成２６年１月施行

に対してデジタル式運行記録計による運行管理を義務付け

運行管理を実施
（運行管理者・補助者）

過労運転等の防止
（運転者）

デジタル式運行記録計等
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交替運転者の配置基準に関する効果と課題

【事業者ヒアリング調査①】【事業者 リ グ調査①】

全国の高速乗合バス、貸切バス事業者（２０事業者程度）の運行管理者、運転者等から、交替運転者の配置基準による
効果と課題に関する聞き取り調査を実施。 （全国の地方運輸局の協力の下で実施）

事業者側（運行管理者等）の意見

○配置基準による効果

事業者側（運行管理者等）の意見

新たな基準が策定されたことにより、乗務員の疲労度、過労運転防止に一定の効果が出てきている。（乗務中の体調報告によ
り） 乗務員の体調管理等について把握しやすくなった。り） 乗務員 体調管理等 把握 やすくな 。

旅行業者、ツアー客からも配置基準を遵守するよう指摘されることが増えてきた。

旅客の行程管理が改善され、運転時間や実車距離が短縮された。

以前から法令よりも厳しい社内規定を定めていたが、法的後ろ盾がないために乗客等から不平不満が散見された。配置基準
が設定された と より 法的根拠を示し 明確な説明を行う とが可能とな たが設定されたことにより、法的根拠を示して明確な説明を行うことが可能となった。

配置基準が策定されたことを契機として、休憩毎に営業所への体調報告を求める等のより厳しい社内ルールを設けた。

従来から自社でより厳しい基準を設定してきたため、配置基準による影響は特に生じていない。

○配置基準の課題

旅客から休憩時間を切り上げて早く出発するよう指摘されることが多く、配置基準の更なる周知徹底が必要であると考えている。
特に夜行便の旅客からは、（高速道路における連続運転時間概ね２時間に関して） 高速道路での休憩が多く、睡眠の妨げにな
るという意見もあるるという意見もある。

高速道路における連続運転時間が短縮されたことにより、他社も含めて休憩場所が限定されるため、ＳＡやＰＡが混雑している
事例が生じている。

ワンマン運行の運転時間・実車距離の規制により運転者の人材不足問題にも影響を及ぼす可能性がある。

ツーマン運行に変更したことによって、料金設定が高くなっている事例もある。

改善基準告示に加えて配置基準が策定されたことにより、運行計画の設定にあたり運行管理者の業務量が増加した。
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交替運転者の配置基準に関する効果と課題

運転者側の意見

○配置基準による効果

運転者側の意見

一日当たりの運転時間、走行距離の上限が設定され、運転者の負担軽減に繋がっている。また、プライベートの時間が増えた
ことにより精神的にも楽になったと考えていることにより精神的にも楽になったと考えている。

配置基準の策定により法令遵守の意識が職場全体で定着したと感じている。

休憩場所や休憩時間が運行指示書により明確に指示されるようになったため、以前より休憩がとりやすくなった。

（乗務中の体調報告に関して） 体調だけでなく道路状況や事故情報などの確認が行えるため効果的だと考えている（乗務中の体調報告に関して） 体調だけでなく道路状況や事故情報などの確認が行えるため効果的だと考えている。

（デジタル式運行記録計の義務化に関して） 速度超過、急発進・急減速などが詳細なデータとして示されるため、運行データ
を用いた適確な指導を受けることで、自己分析・反省を行うなど丁寧な運転に繋がると考えている。

配置基準の策定前から社内でより厳しい基準が設定されていたため 今回の基準について特に違和感等はない

○配置基準の課題

配置基準の策定前から社内でより厳しい基準が設定されていたため、今回の基準について特に違和感等はない。

運転時間や休憩時間を常に意識しながら運転する必要があるので、精神的に疲労を感じることもある。

実車運行の開始後間もない時間帯に休憩をとらなければならないなど、走りづらくなった側面もある。

（連続運転時間の基準に関して） 特に運行が遅れている場合には、休憩時間についての旅客に対する理解が得にくい場面
がある。

運転者の年齢や運転当日の体調等によ ても疲労の程度が異なるので もう少し弾力的な基準に変更してほしい運転者の年齢や運転当日の体調等によっても疲労の程度が異なるので、もう少し弾力的な基準に変更してほしい。

デジタル式運行記録計の義務化により丁寧な運転が行われるようになったと思うが、一方で常に同記録計の評価を意識する
ようになりプレッシャーに感じることがある。

基本給が低く乗務手当が高いという乗務員給与の特性上、仕事量の制限により収入が減少する事例があり、乗務員の中に本給 低 乗務 高 う乗務員給与 特性 、 事 制限 収 減少す 事例 、乗務員 中
は基準の緩和を求める者も少なくない。

未だに基準を知らない添乗員もいるので、配置基準の更なる周知徹底が必要。

４



趣 旨

交替運転者の配置基準の設定による運行実態調査

○ 「高速・貸切バスの交替運転者の配置基準」の厳格化後もワンマン運行が可能な地域を検証するため、以下の調査を実施する。

趣 旨

調査概要 ※調査会社との契約により実施

貸切バス事業者のワンマン運行による日帰りツアーの運行
実態調査の実施

配置基準適用以降の運行実態把握
運行指示書

及び
運転日報

配置基準の適用以降

運行実態
把握

実態調査の実施

配置基準適用後にワンマン運行を見合わせている地域の中

ワンマン運行限界地域の抽出
※ 日本バス協会・貸切バス事業者の協

力により運行実態を把握

ワンマン運行
可能地域

ワンマン運行
可能地域

＜交替運転者の配置基準＞
で、ワンマン運行が実施可能と考えられる地域とその観光地
をリストアップ

実証実験の実施

ワンマン運行
可能地域

＜交替運転者の配置基準＞
◇運転時間
・・・原則９時間まで

◇実車距離
・・・原則５００ｋｍまで

抽出された地域・観光地の事例について、実際にワンマン運行が
可能かどうか実証実験を実施

※ 参加者はバス関係有識者、バス事業者、旅行業者等を想定し、立
寄先で配置基準の影響等に関する意見交換を実施

※  実証実験の際は、念のため交替運
転者を配置した上で実施寄先で配置基準の影響等に関する意見交換を実施。

運行実態調査や実証実験の結果等についてとりまとめ、プ

調査結果のとりまとめ・公表

転者を配置した上で実施

貸切バス業界・旅行業界・メディアに対して、ワ貸切バス業界・旅行業界・メディアに対して、ワ
ンマン運行が可能なエリアの「見える化」ンマン運行が可能なエリアの「見える化」
ワン ン運行による日帰りツア が実施可ワン ン運行による日帰りツア が実施可

効果
ランフォローアップ会議に報告の後に公表 → → ワンマン運行による日帰りツアーが実施可ワンマン運行による日帰りツアーが実施可

能な地域・観光地を広くアピール能な地域・観光地を広くアピール
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「デジタル式運行記録計による運行管理」の具体的取組事例

【事業者ヒアリング調査②】【事業者ヒアリング調査②】

交替運転者の配置基準による効果と課題に関する聞き取り調査に加え、主としてデジタル式運行記録計による運行管理が
義務付けられている夜間ワンマン運行等を実施している事業者を対象として、「デジタル式運行記録計による運行管理」の具
体的取組状況等について調査を実施。

具体的取組事例①

乗務終了直後に 当日のデジタル式運行記録計の記録を乗務終了直後に、当日のデジタル式運行記録計の記録を
日報として出力し、乗務終了時の点呼の際に、運行管理者
が運転者に対して運行状況を振り返りながら指導を実施して
いる。

そ 際 ピ ド超過など 適切な運転操作を確認したその際、スピード超過などの不適切な運転操作を確認した
場合には、その原因分析や再発防止策について、運行管理
者と運転者が一緒になって考える体制を構築している。

また、特に繰り返し不適切な運転操作が見られる運転者
途個 指導 実施 防に対しては、別途個別指導を実施することにより、再発防止

の徹底を図っている。

原因分析や再発防止

デジタル式運行記録計の詳細なデータを用いて、運行状

況を振り返りながら改善指導等を行う取組であり、輸送の

原因分析や再発防止
策について確認を行い、
運行管理者、運転者の
双方が確認の証として
押印 況 振り り 改善指導等 行う取組 り、輸

安全性向上が図られている事例
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「デジタル式運行記録計による運行管理」の具体的取組事例

具体的取組事例②具体的取組事例②

安全運転や経済（エコ）運転に関安全運転や経済（エコ）運転に関
する分析結果が数値化されるた
め、これを活用して運転操作の順
位付けを実施。
運転者が日々の運転状況を振運転者が日々の運転状況を振

り返ることにより、安全運転・経済
運転に対する意識の向上が図ら
れている。

デジタル式運行記録計の評価を日毎に点数化し、運転者のランキ
ング付けを行っている。

このランキング結果を踏まえて、日頃からの指導教育に役立てるとと
もに、運転者の表彰制度を行うなど、運転者が安全運転を心がけるよ
うな環境作りを行っている。

運転者のランキングや表彰制度を創設するなど、運転者の
安全運転 意識向上を図り 切磋 磨させる と より 事安全運転の意識向上を図り、切磋琢磨させることにより、事
業者全体の輸送の安全性向上が図られている事例
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「デジタル式運行記録計による運行管理」の具体的取組事例

具体的取組事例③具体的取組事例③

営業所から運転者に対する
指示は、車載器に内容が
表示される形で行われる

営業所のパソコン上に、
リアルタイムの運行状況
が表示される

ドライブレコーダーの映像がリアルタイムで表示できるデジタル式運行記録
計を導入し 運行管理者が営業所において 随時運行状況や運転者の確計を導入し、運行管理者が営業所において、随時運行状況や運転者の確
認等を行っている。

必要に応じて、リアルタイムで運行管理者から運転者に対する指示等が
行える環境が整備されている。

運行管理者が、運行状況や運転者をリアルタイムで確認でき
ることにより、運行状況の把握や運転者に対する迅速な指示
等が行えるなど、輸送の安全性向上が図られている事例
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バスの運転者の確保及び育成に向けた検討会

趣旨趣旨

バス事業においては、厳しい経営状況、労働時間の長時間化、大型二種免許取得者の減少、高齢化等を背景として、運転者の要員不足が深刻な問題となり、

運転者不足を原因とした運行回数の削減といった事例も散見される現状にある。こうした中、地域の生活交通の維持や輸送の安全の確保の観点から、バスの運転

者の確保及び育成は喫緊の課題となっている。

このため、学識経験者、バス事業者、労働組合、行政関係者等の関係者による検討会を設置し、バスの運転者の確保及び育成に向けた検討を開始したところ。このため、学識経験者、バス事業者、労働組合、行政関係者等の関係者による検討会を設置し、バスの運転者の確保及び育成に向けた検討を開始したところ。

検討課題検討課題

（１）バスの運転者に係る現状の分析（バスの運転者の数・所得・労働時間、大型二種免許取得者の数 等）

（２）バスの運転者不足の実態とそれに伴う事業運営への悪影響の整理・分析（業態別（乗合・貸切）の実態の把握・分析、路線・運行回数の削減等の運転者（２）バスの運転者不足の実態とそれに伴う事業運営への悪影響の整理 分析（業態別（乗合 貸切）の実態の把握 分析、路線 運行回数の削減等の運転者

不足に伴う事業運営への悪影響の整理、バスの運転者に対する評価・イメージ・認知度の分析 等）

（３）バスの運転者の確保及び育成に係るバス事業者の先進的取組事例の把握（運転者の確保・育成システム等の整理 等）

（４）バスの運転者の確保及び育成に係る課題の整理及び対応策の検討

検討会メンバー（敬称略）検討会メンバー（敬称略）

委員長 山内 弘隆 一橋大学大学院 教授

委 員 竹内 健蔵 東京女子大学 教授

廻 洋子 淑徳大学 教授

山田 昌治 両備ホールディングス(株) 執行役員常務

尾形泰二郎 日本鉄道労働組合連合会 政策部長廻 洋子 淑徳大学 教授

矢ケ﨑紀子 首都大学東京 特任准教授

鈴木 文彦 交通ジャーナリスト

宇佐川邦子 (株)リクルートジョブズ ジョブズリサーチセンター長

尾形泰二郎 日本鉄道労働組合連合会 政策部長

鎌田 佳伸 全国交通運輸労働組合総連合 軌道･バス部会事務局長

清水 昭男 日本私鉄労働組合総連合会 交通政策局長

遠山真一郎 全日本鉄道労働組合総連合会 ＪＲ東労組 ＪＲバス関東本部議長

青沼 正喜 宮城交通(株) 取締役社長

石井 英俊 東武バスウエスト(株) 取締役社長

野村 文吾 十勝バス(株) 代表取締役社長

松本 順 (株)みちのりホールディングス 代表取締役

上村 肇 都立蒲田高等学校長

會場 祥雄 平和橋自動車教習所 副所長

越智 良典 (一社)日本旅行業協会 業務執行理事

ほか、厚生労働省等 行政関係者

第１回検討会：平成25年12月20日開催 第2回検討会：平成26年4月25日開催 第３回検討会：平成26年6月19日開催（取りまとめを予定）

スケジュールスケジュール

９



バスの運転者の確保及び育成に向けた検討会（2）（バス運転者を巡る現状①）

○バス運転者数及び大型２種免許保有者数は 長期的に減少し 特に高齢化と若年層の減少が進行○バス運転者数及び大型２種免許保有者数は、長期的に減少し、特に高齢化と若年層の減少が進行。

○バス運転者への定着率が悪化する一方、女性の登用は進んでいない。

○年収、労働時間等の労働環境も継続的に悪化。

乗合バス運転者数の推移乗合バス運転者数の推移 大型2種免許取得取得者数の推移大型2種免許取得取得者数の推移 バス運転者の定着の状況バス運転者の定着の状況
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乗合バス運転者数の推移乗合バス運転者数の推移 大型2種免許取得取得者数の推移大型2種免許取得取得者数の推移 バス運転者の定着の状況バス運転者の定着の状況
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大型二種免許保有者数（５９歳以下） 大型二種免許保有者数 労働力人口

→バス運転者の6人に1人が60歳以上（平成24年） →40歳未満の保有者は全体の10%未満（平成25年） →離職率は、1年目約30%、10年目約50%

性バ 転者 登 状性バ 転者 登 状 バ 運転者 収入（平成 年 年齢別）バ 運転者 収入（平成 年 年齢別）

資料：国土交通省資料 資料：運転免許統計
資料：H25バス事業者アンケート・ヒアリング結果
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→女性運転者は全体の1.4%（平成24年）

資料：日本バス協会加盟乗合・貸切合計

資料：賃金構造基本統計調査資料：賃金構造基本統計調査 １０



バスの運転者の確保及び育成に向けた検討会（3）（バス運転者を巡る現状②）

バス事業者の実態バス事業者の実態 運転者の実態運転者の実態 求職者の実態求職者の実態

〈運転者自身によるバス運
転者の評価〉

○７０％がバス運転者の職

業に誇りを持 ている

〈求職者によるバス運転者の評価〉

○バス運転者に魅力を感じ、応募

の選択肢に入れている求職者も

〈運転者不足の影響〉

○運転者不足による影響は貸切や高速バス等高

収益部門で顕在化。

【バス事業者アンケ ト結果】 業に誇りを持っている。

【バス運転者アンケート結果】

・お客様の感謝の声にやりがいを

感じている運転者：約70%

○職業として女性にも向い

確実に存在する。

【求職者アンケート結果】

・バス運転者を魅力ある職業だと思う求職

者：28%

【バス事業者アンケート結果】

・減便や受注機会の喪失を経験している事業者：約70%

〈採用の状況〉

○新卒採用を行う事業者は半分以下に留まり、
○職業として女性にも向い

ているとの評価がある一

方、制度面の対応や社内

の理解不足が指摘されて

・バス運転者への応募意向を持っていた

求職者：約7%

○他方、応募の選択肢に入れてい

る求職者は大型二種免許を保有

即戦力の中途採用が中心。

【バス事業者アンケート結果】

・新卒採用を行っている事業者：40%

〈女性の活用〉 の理解不足が指摘されて

いる。

【バス運転者アンケート結果】

『女性運転者の声』

・バス運転者は女性にも向いた職

していない者が多く、「未経験

者が働ける環境」「研修制度充

実」が求められている。

【求職者アンケ ト結果】

〈女性の活用〉

○女性採用のために設備面の対応をしている事

業者は多いが、女性が安心かつ快適に働ける

よう工夫している事業者は一部に留まる。
・バス運転者は女性にも向いた職

業

・バス運転者の魅力を伝えること

が必要

・職務形態や時間的な工夫や職場

【求職者アンケート結果】

・応募意向者の4人に3人は大型二種免許を

保有していない。

○求職者の約６０％は、バス運転

者に魅力を感じておらず 労働

夫し 事業者 部 留 。

【バス事業者アンケート結果】

・短時間勤務導入事業者：20%

・看護休暇、育休、産休等実施事業者：約6%

〈定着に向けた取組み〉 職務形態や時間的な 夫や職場

の理解が必要 者に魅力を感じておらず、労働

条件のほか、事故・トラブルの

リスクについてイメージの克服

が必要。

〈定着に向けた取組み〉

○約９０%の事業者が定着のための取組みを

行っているが、制度的な取組みは少ない。

【バス事業者アンケート結果】 が必要。
・小集団行動やコーチングに取組んでいる事業者：約11%
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バスの運転者の確保及び育成に向けた検討会（主な意見や指摘）

若年層の採用若年層の採用

○若年層は安定した仕事に就く嗜好が高く、運転者は安定した仕事だという認識があり、バスの場合は経営母体がしっかりしているので、イメー

ジは悪くない。

○他方、そもそも若年層や女性はバスの運転者になれるというイメージがなく、職業として良い点がたくさんあるのに伝わっていない。若年層にも

女性にも、バスの運転者になれるということをもっとアピールする必要がある。また、もっと身近に感じてもらうために、大型二種免許取得のサポート

制度や若年の給与は全業種と比較しても高いなど、具体的なメリットを伝えていくことと、実際に働いている女性や若者を表に出していくと良い。

○教習所が少ない 金額が以前より高くな ている メリ トとデメリ トの双方があるが中型免許を経由しなくてはいけない というような大型二種

大型二種免許の取得大型二種免許の取得

○教習所が少ない、金額が以前より高くなっている、メリットとデメリットの双方があるが中型免許を経由しなくてはいけない、というような大型二種

免許を取得しにくい環境になっているのではないか。また、現代の若者はオートマ世代で、相対的に技術面でも難しくなっているのではないか。

○女性は長時間労働が嫌なのではなく 時間外活動によって時間が読めないことが困る また 意外と女性も車が好きで 特に地方の女性に車

女性の積極的な活用女性の積極的な活用

○女性は長時間労働が嫌なのではなく、時間外活動によって時間が読めないことが困る。また、意外と女性も車が好きで、特に地方の女性に車

好きは多い。体力的な不安や家庭での役割などを踏まえると、定時定路線で時間が読めるバスは好都合であること、また、年収や二種免許もサ

ポート制度があることなどを、実際に働いている女性の力も借りながら具体的に発信していけば、もっと採用拡大が進むのではないか。

○一般的には、女性の運転者をほとんど見かけないため、女性はバスの運転手になれないと認識されている。また、バスの運転者は休みの融通が

利かないので トラックやタクシ の方が良いと考える人もいるようだ バスに限らず トラックなど産業を超えて共同で女性運転手のプロモ ション利かないので、トラックやタクシーの方が良いと考える人もいるようだ。バスに限らず、トラックなど産業を超えて共同で女性運転手のプロモーション

を打ってみてはどうか。

○年収はサービス業全般や介護関係と比べると必ずしも悪くない。仕事内容が変わらなければ給料が上がらないのは最近はどこの世界でも普通

労働条件・キャリアパス等労働条件・キャリアパス等

のことになっている。離職率も最近では他業種でも高いことが一般的で、全産業と比較するだけでなく、労働集約型の他の産業と比較してみてはど

うか。

○現状の良い点をどのように維持していくかも考えていくべき。誇りを持って運転している人が多いが、逆に誇りを失ったらやめてしまう状況にあり、

バスへの憧れ、誇りをどのようにして維持していくかを忘れてはいけない。

○求職者の６割はバスの運転者に魅力を感じていないことが重要であり、新たなマーケットの掘り起こしをどのように行うかが課題。トラックドライバー

甲子園のようなイベントなどエンターテイメントに打って出て世論に訴えるなどするべき。

バス事業の魅力の向上・イメージアップバス事業の魅力の向上・イメージアップ
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バス運転者の確保及び育成に係る課題の整理について（案）

人手不足の発生原因 分析の切り口 具体的な問題点 課題（整理案）人手不足の発生原因 分析の切り口 具体的な問題点 課題（整理案）

①大型２種免許の取得そのものが難しくなっているのではないか。 ○大型２種免許取得環境の改善

②求人市場の最新状況に対応した求人体制となっていないのではな
   いか。

○募集・採用活動の刷新・競争力強化

伝統的な採用対象（若年 壮年 ③即戦力志向・中途採用依存が強まり、自社養成が手薄となってい
   ないか。

○自社養成制度の充実

④若年層へのアピールが不十分ではないか。 ○「引き抜き」対策の検討

○就活を控えた若年層向けのPRの強化

伝統的な採用対象（若年・壮年
男子）への対応

⑤女性の本格活用に向けた覚悟と工夫が不十分なのではないか。 ○本格活用を図るべき事業部門の特定

⑥他業種に比べ、女性受入れのための制度・体制が遅れているので
   はないか。

○女性目線の徹底による勤務体系・社内インフラ等
   の見直し

⑦待遇・キャリアパス・ES（従業員満足度）・やりがい等の「総合評価」
で他業種に比べて低くなっている状況があるのではないか

○勤務先・職種としての「総合評価」の着実な改善

採用を拡大すべき対象（女子）
への対応

志望者・採用者の減少

 で他業種に比べて低くなっている状況があるのではないか。
勤 種 」 着実 改善

⑧イメージ面も含めた魅力のアピールが不足しているのではないか。 ○バス業界や運転者のイメージアップ

⑨各事業者単独の取組みには限界があり、複数事業者共同や業界
   全体での取組みが必要ではないか。

○募集・採用活動の共同化の推進

共　通

⑩労働条件改善に向けた取組みや姿勢のアピールが求められてい
   るのではないか。

○労働条件の改善に向けた不断の取組み

⑪社内でのキャリアパスの多様化が求められているのではないか。
○他の職種との交流等による多様な社内キャリア
　 パスの設定

⑫他業種に比べ 生産性向上などの功績に対する報償が不足してい ○安全運行やサービス向上への貢献に対する報償

待遇面に起因する問題

⑫他業種に比べ、生産性向上などの功績に対する報償が不足してい
   るのではないか。

○安全運行やサービス向上への貢献に対する報償
   制度の導入

⑬利用者とのコミュニケーションの機会が減少し、やりがいが希薄に
   なっているのではないか。

○サービス向上における利用者とのコミュニケーショ
　 ンの重視

⑭他業種と比べ、士気を高めるための事業者単位や業界全体での
取組みが遅れているのではないか

○バス業界活性化に向けた事業者単位・業界全体の
取組みの強化

待遇面以外に起因する問題

離職率の高止まり

 取組みが遅れているのではないか。   取組みの強化

⑮経営サイドにES向上の発想や意欲が乏しいのではないか。 ○ES指標の導入とその計画的改善の推進
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申請手続きの簡素化に関する検討状況等
○ 平成２４年７月末に導入した新高速乗合バス制度については、平成２５年７月末の高速ツアーバスから新高

速 合バ 本 実施 他 存 高速 合バ 事業者 も有効 れ き速乗合バスへの移行・一本化の実施の他、既存の高速の乗合バス事業者にも有効に活用されてきたところで
あるが、新高速乗合バスへの移行・一本化から１年を迎えるにあたり、引き続き厳格な審査の実施を確保しつ
つ、より効率的な運用を図るため、以下の主な内容について、平成２６年３月２８日付け事務連絡を発出したと
ころ。ころ。

現在、許可を受けている高速乗合バスの管理の受委託（貸切バス委託型）の更新については、原則、
添付書類を省略とし 申請内容全体が分かる書面（受委託系統 受委託営業所 自動車車庫 休憩仮眠

管理の受委託許可申請の際の提出書類の簡略化等 【更新（継続）事案を対象】

添付書類を省略とし、申請内容全体が分かる書面（受委託系統、受委託営業所・自動車車庫・休憩仮眠
睡眠施設の概要等が一覧に明記されたもの）の提出を求め、変更（追加 ・ 修正）する内容について、分
かりやすく明示させるとともに、変更する内容に係る添付書類のみ提出させることとした。

高速乗合バスの管理の受委託（貸切バス委託型）の許可申請を行う場合の申請書類の提出部数につ
いて、従前は本省自動車局旅客課（大臣権限の場合のみ）分＋当該申請に係る受委託系統を通過する

管理の受委託許可申請書類の提出部数の削減 【新規、更新（継続）事案を対象】

、従前 本省 動車 旅客課（ 権限 場 ）分 該申請 係 受委託系統を通 す
全ての運輸局及び運輸支局への提出を求めていたが、当該申請に係る受委託系統の起終点を管轄する
運輸局及び運輸支局のみへの提出とした。

安全性向上のための取組内容の把握 【更新（継続）事案を対象】

委託者が、許可期間内において安全性向上のために取り組んできた内容（※）をとりまとめ、主たる事務
所を管轄する運輸局に原則電子メールにより提出を求める。

安全性向上のための取組内容の把握 【更新（継続）事案を対象】

（※）「高速乗合バス安全運行協議会の設置について」（平成２４年６月１８日付国自旅第１９６号）に基づき
行うこととなっている活動の内容（受託営業所への訪問調査、バス停等での実地調査等） その他取り組ん
できた安全確保措置等の内容
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横浜駅における停留所の調整状況

○ 横浜地区においては 昨年 月の高速 ア バ から新高速乗合バ の移行の際に （横浜 ア○ 横浜地区においては、昨年８月の高速ツアーバスから新高速乗合バスへの移行の際に、ＹＣＡＴ（横浜エア
シティーターミナル）及び横浜市交通局の協力のもと、出発便４８便、到着便２０便を確保。しかし、出発便に
対して到着便のポールが不足。

○ その後、継続して、横浜市、神奈川県警をはじめとする関係者との協議を経て、ＪＲ桜木町駅付近にバス停
２バース分（出発便・到着便それぞれ７０便前後で調整中）を確保。本年８月からの使用に向け、現在路線延
長認可申請を運輸支局にて受付けたところ。

ＪＲ桜木町付近のバス停留所２バースＪＲ桜木町付近のバス停留所２バ ス
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金沢駅バスターミナルにおける停留所の調整経緯

○金沢駅は、従来、高速ツアーバスの東京、大阪便の運行起点となっており、金沢駅周辺の道路上を乗降場所としていた。

○新高速乗合バスへ移行するにあたり、各事業者はバス停留所を確保するため、警察、道路管理者と調整を行ったが、道路上での設置は困難なこ
とから、石川運輸支局に対し、金沢駅構内への乗り入れについて調整依頼があった。

○平成２５年２月 関係者による「連絡調整会議」を設置し 協議の結果 新高速乗合バスへの移行の際には 金沢駅西口の「団体バス乗降場（貸○平成２５年２月、関係者による「連絡調整会議」を設置し、協議の結果、新高速乗合バスへの移行の際には、金沢駅西口の「団体バス乗降場（貸
切専用）」２バースを平成２６年３月末まで暫定的に使用することとなったが、団体旅行客の出発と高速ツアーバスの到着が錯綜する状況であった。

○このため、その後も連絡調整会議において協議を継続した結果、施設管理者（JR西日本及び金沢市）及び既存乗合バス事業者の協力を得て、金
沢駅西口ロータリー１番、２番のりばを使用することで調整が整い、２６年４月１日より運用開始となった。

26.3.31までの状況 26.4.1以降

金沢駅西口団体バス

路上乗降場
2５.3.31まで

金沢駅西口団体バス
乗降場
25.4.1～26.3.31まで

高速乗合バスのりば
（共同使用）

１番のりば・２番のりば番のりば 番のりば

団体旅行客の出発と
高速ツアーバスの到
着が錯綜する。
25.5.25 6:45

路上での降車扱い。
①高速乗合バス 関東方面
②高速乗合バス 関東方面
※①②とも関東方面 １６



外国人訪日旅行者向け貸切バス不足に対する対応

概 要

本年４月以降、訪日旅行者の主要訪問地の一部地域において、訪日台湾旅行者をはじめとする訪日旅行者
の季節変動的な急激な増加に対して、貸切バスの供給輸送力が不足したことから、訪日旅行者の観光輸送に
対応するため、貸切バスに係る臨時営業区域を柔軟に設定できる特例（営業所が所在する地方ブロックを臨
時営業区域とする）を一定の条件の下で設けた時営業区域とする）を一定の条件の下で設けた。

① 対象事業者 日本バス協会が実施する貸切バス事業者安全

特例措置の内容

① 対象事業者 日本 ス協会が実施する貸切 ス事業者安全
性評価認定（日バスSafety）を受けた事業者に限
る

② 営業区域
営業所が所在する区域を管轄する運輸局の管轄
区域（地方ブロック）を臨時営業区域とする区域（地方ブロック）を臨時営業区域とする

東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、
群馬県、山梨県を臨時営業区域とする

＜関東ブロックの例＞

神奈川県に営業所

神奈川県が営業区域である事業者でも、羽田
空港や成田空港に到着する訪日旅行者の観
光輸送が可能となる。

③ 対象旅客 訪日外国人旅行者（運送申込者が外国の旅行会社である場合に限る

④ 期間 認可日より平成２６年６月末まで
１７
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                                                 平成２６年６月１６日 

 

 

 

「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」フォローアップ 
会議における貸切バス事業に関する提案について 

 

                     公益社団法人  日本バス協会     

貸切委員長   富 田 浩 安 

 

 貸切バス事業は平成１２年２月、規制緩和の実施に伴い事業参入は需給調整規制を前提

とする免許制から、輸送の安全の確保等に関する資格要件をチェックする許可制に移行し

た。 

 規制緩和以降の状況は多くの小規模事業者が参入したため、供給過剰状態となり稼働率

が低下するとともに、旅行業界の激しい価格競争の影響もあって実働日車当たりの営業収

入も最盛期の約半額程度まで低下した。 

 また近年では、軽油価格の高止まりや安全へのコスト増などの要因により、大変厳しい

経営が続いている。 

 このため、各バス事業者は主要コストの人件費及び車両購入にかかる費用など経費の削

減に努めてきたが、既に限界の状態であり労働環境の悪化とともにバス事業の根幹である

安全への投資についても充分な安全の取組みがされてなかったり、事業者の中には低廉な

運賃で無理な運行も見られる。 

 さらに、利用者サービスである新しい車両の購入もできないで車両更新の延長などの事

業者が増加して安全とサービスの低下を招いている。 

 そのような中、二年前の平成２４年４月２９日、群馬県内の関越自動車道で高速ツアー

バスが防音壁に激突して多数の死傷者（７人死亡・３８人が重軽傷）が出る大事故が発生

した。国土交通省では従前から安全運行を確保すべき種々の諸施策等を講じてきたが、事

故発生後は、「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」の下で、安全に関する各規制が

より一層厳格なものとなった。その後も今年４月２０日、愛知県内の名神高速自動車道で

貸切バスが中央分離帯を突き破り、上り線を約２００メートル逆走し乗用車など十数台と

衝突した事故が発生したが、道路渋滞により低速度で運行していたため１０人の軽傷です

みましたが、一歩間違えれば大惨事になるところであった。 
 前述の事故を起こした事業者は、低廉なサービスを提供するために、道路運送法におけ

る多くの法令遵守違反などバス事業者としての資質に欠けており、このような事業者に対

してはより安全な新しい基準を制定しても遵守しなくてはこのような事故は無くならな

い。 

 そのため、日本バス協会では以前から貸切バス事業の輸送の安全と健全な事業運営を図

る上で、新規許可の際の審査基準である最低車両台数の引き上げ、車齢規制の復活、車両

台数に応じた人員確保の義務付け、有蓋車庫の設置、供給過剰な際の緊急調整措置の導入

等参入規制の強化とともに、併せて参入後の厳格な監査および厳正な処分を要望してきた。 

 これらの新規参入許可の見直しについては、平成２５年３月に取りまとめられた「バス
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事業のあり方検討会」では結論が得られず、今後、講ずるべきとされた措置の実施の効果

について検証しつつ、関係するデータの収集・分析を進めた上で早急に議論を行い、結論

を得ることになっている。 

 ついては、日本バス協会では貸切委員会で最低車両台数、車齢規制、車両数に応じた人

員の確保等について検討してきたが、新規参入時の際の規制について、再度検討され、貸

切バス事業がさらなる安全安心が確保するための諸対応について早急に結論が得られるよ

うお願いしたい。 
 特に車齢、車両についてはデータ資料を基に特段のご理解くださるよう要望する。 

 

【参考資料】 

  項目 

事業者数 車両数（両） 実働率（％）
営業収入 

（百万円） 

実働一日一車

営業収入（円）
運転者（人）

年度   

平成元年 1,137 28,682 67.3 639,369 97,173 28,053

平成 11 年 2,336 37,661 59.0 543,354 77,935 32,646

平成 21 年 4,392 46,676 50.2 447,378 52,226 41,173

平成 23 年 4,533 47,693 50.0 433,422 － 45,504

※１．国土交通省統計資料より 

 ２．貸切バス事業の規制緩和は平成 12 年 2 月から実施 

 

 

（平成 23 年と平成元年の比較・23/元） 

・事業者数   4 倍増加 

・車両数    66％増加 

・実働率    26％減少 

・営業収入   32％減少 

・実働一日一車   46％減少（平成 21 年と平成元年の比較） 

 営業収入 



※必要保有台数の引き上げについて

運行管理者日勤の場合（運行管理者2名）貸切バスの車両数別年間経常収支は保有車両数7両で収支均衡する。

新規参入事業者が継続的に経営をするためにも、適正な保有台数規模が必要である。
(単位：千円）

５両 6両 7両 10両 社長 運・管 整・管 Ｍ（※）

収入 運送収入 87,400 104,880 122,360 174,800 延実働車数　×　実働日車収入76千円 年収 6,000 5,000 4,000 3,500

人件費 39,100 43,125 47,150 59,225 右記参照 付帯込 6,900 5,750 4,600 4,025

燃料油脂費 9,090 10,910 12,725 18,179 総走行キロ　÷　燃費3.5km/L　×　燃料単価104円/L　÷　1,000円

修繕費 4,659 5,590 6,522 9,317 延実働車数　×　実働車当たり修繕費4,051円/両　÷　1,000円

減価償却費 10,000 12,000 14,000 20,000 7～8年落ち大型中古14,000千円/両、7年定額（＠2,000千円/両）

保険料 1,175 1,410 1,645 2,351 延実働車数　×　実働車当たり保険料1,022円/両　÷　1,000円

施設使用料 2,443 2,931 3,420 4,885 延実働車数　×　実働車当たり施設使用料2,124円/両　÷　1,000円

施設賦課税 999 1,199 1,399 1,999 延実働車数　×　実働車当たり施設賦課税869円/両　÷　1,000円

事故賠償費 156 188 219 313 延実働車数　×　実働車当たり事故賠償費136円/両　÷　1,000円

道路利用料 2,073 2,488 2,903 4,147 延実働車数　×　実働車当たり道路利用料1,803円/両　÷　1,000円

その他 14,229 17,075 19,921 28,458 延実働車数　×　実働車当たりその他12,373円/両　÷　1,000円

一般管理費 7,638 9,166 10,694 15,277 延実働車数　×　実働車当たり一般管理費6,642円/両　÷　1,000円

計 91,562 106,082 120,598 164,151 ※M＝運転者

▲ 4,162 ▲1,202 1,762 10,649

95.5 98.9 101.5 106.5

120 144 168 240 車両を５年ローン(年利1.2％）で購入。

▲ 4,282 ▲1,346 1,594 10,409

95.3 98.7 101.3 106.3

基礎数値

1,825 2,190 2,555 3,650 保有車両数　×　365日

1,150 1,380 1,610 2,300 延在籍車（Ｉ）　×　実働率63%

305,900 367,080 428,260 611,800 延実働車数（ＩＩ）　×　実働車当たり走行キロ266km

営業収支

総走行キロ

営業収支率

営業外費用

経常収支

経常収支率

延在籍車（Ｉ）

延実働車（ＩＩ）

備　　考
人件費表（退職金制度なし）

費用

保有車両数

※平成22年の価格の　実態に基づき試算

社長 

運行管理者 

 兼事務員２名 
整備管理者 

 兼運転士１名 

組織図 

運転士 

 ５両時：４名 

 １０両時：９名 

  

合計 

 ５両時：８名 

 １０両時：１３名 

場合により、資格を保有していれば 

 ・社長は運行管理者、整備管理者を兼ねる 

 ・運行管理者は整備管理者を兼ねる 

 ・整備管理者は運行管理者を兼ねる 



※車齢規制の必要性

○車齢5年以上の車両は大幅に修繕費が増加、また路上故障も10年を超えると大幅に発生している。

経営基盤が脆弱な新規参入事業者が古い車両で事業を始めることにより、事業開始年度から大幅な修繕費が発生する。

安全コストをカットするため車両の未整備など、利用者への安全は不安である。また、そのために届出運賃を遵守しないで、

低運賃で運行していることも大きな問題である。古い車両での新規参入は、大幅な修繕費がかかり、路上故障の件数も

大幅に増えるため、何らかの車齢規制が必要である。

・年式別の車両１台当たり年間修繕費用（日本バス協会の調査）
車齢 3年 5年 10年 １1～15年

修繕費/年間 512,020 894,536 1,662,047 1,119,036
※10年以降に大規模な修繕（オーバーホール）を行う事業者が多い

・年式別の年間路上故障件数（日本バス協会の調査）
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高速・貸切バスの安全・安心回復プラン④
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高速・貸切バスの安全・安心回復プラン⑤
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「高速・貸切バスの安全・安心回復プラン」フォローアップ会議（第２回）議事概要 

 

日 時： 平成２６年１月１４日（火） １０：００ ～ １１：５０ 

場 所： 合同庁舎３号館４階 特別会議室 

 

議事次第に沿って事務局、成定委員、川杉委員、村瀬委員、田倉委員、興津委員

及び若井委員から資料の説明を行い、質疑応答及び意見交換が行われた。 

委員から出された主な意見は以下の通り。 

 

○全般について 

・日本バス協会、旅行協会の加盟員・非加盟員への安全規制に関する説明会の開催状

況等について、全国における進捗状況等について詳細に示してほしい。 

 

○高速・貸切バスの安全・安心回復プランに関連する事項について 

・安全規制が強化されたことについて、経営者側からの意見だけではなく運転者側の

意見も把握するべきではないか。特に、交替運転者の配置基準において定められた

距離規制や運転時間規制についての運転者の意見を分析すべき。 

・運転者からの聞き取りによると、交替運転者の配置基準によりツーマン運行が基本

となり過労運転は減少したが、一方で運転者不足により運行量自体が増えて、かえ

って過労運転が続いているという話も聞く。 

・デジタル式運行記録計の義務化（平成２６年１月施行）について、具体的にどのよ

うな運行管理の高度化が行われているのか、実態を示してほしい。 

・行政処分の服喪期間について、事業別での適用等の見直しを図ってほしい。 

・高速乗合バスの管理の受委託制度においても、貸切型管理の受委託と同様に受託者

の車両を使用する方法を可能としてほしい。 

・横浜駅では出発用の停留所は確保できたものの到着用の停留所が確保できておらず、

８月以降、横浜駅において降車ができなくなるなど旅客の利便が低下している。 

・貸切バスの新たな運賃に関し、他の交通機関は５割引といった営業政策割引を設定

しているが、貸切バスだけ過度に規制してしまうのは如何か。 

・タクシー特措法改正により、タクシー事業は特定地域内の新規参入、増車が禁止さ

れることとなるが、バス事業においても同様の措置を講ずる必要があるのではない

か。 

・バス事業は過当競争にあり、労働条件悪化の形で運転者にしわ寄せが及んでいる。

参入規制を含め行き過ぎた規制緩和がもたらす需給のアンバランスをどのように見

直すべきか、この会議で検討願いたい。 

 

○その他 

・「道路運送車両の保安基準」改正による斬新なシート形状を活用した営業施策に対

する制約（型式認定取得のための高額な開発費用の負担）。 

・申請書類が多く処理期間も長いため、外部環境に合わせたきめ細やかな商品が作り

にくいことから、書類申請の電子化や不要な書類の簡素化を進めてほしい。 

・かつて貸切バス事業において、中華圏から日本国籍へ帰化した者を多く雇用してい

たが、それらの者が現在は白タクへと流れている。 
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・新たな制度の運用を開始して一定期間が経過し、この先が中だるみの危険性がある

今後も半年や１年といった時点できちんとフォローアップをしていく必要がある。 

 

 

（以 上） 


